
 

利用料金表 

 

デイサービスのあのあ 

令和 6 年 6 月 1 日より 

（１） 利用料 

 

[基本料金] 

①  第 1 号通所事業（通所介護相当サービス） 

                                                      

（注１） 上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額（事業所の所在地の沼津

市は７級地のため、単位数に１０．１４を乗じた額）であり、これが改定された場合は、こ

れら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等

を書面でお知らせします。 

（注２） 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額をご負担いただく

こととなりますのでご留意ください。 

（注３） 上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じるこ

とがあります。 

 

[加算・減算] 

要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

②  処遇改善加算 

 

処遇改善加算Ⅲ 所定単位数８.０％を乗じた単位数で算定 

 

 

 

 

利用者の要介護度 基本利用単位 利用者負担 

（1 割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

 

事業対象者 

要支援１ 

４３６単位（１回につき） ４４２円 ８８４円 １，３２６円 

１，７９８単位（１月につき） 

 

※１月の利用回数が４回を超えた場合 

 

１，７９８円 

 

３，５９６円 

 

５，３９４円 

 

事業対象者 

要支援２ 

４４７単位（１回につき） ４４７円 ８９４円 １，３４１円 

３，６２１単位（１月につき） 

 

※１月の利用回数が８回を超えた場合 

 

３，６２１円 

 

７，２４２円 

 

１０，８６３

円 



 

[その他の料金] 

料金の種類 金   額 

特別な食事の費用 実   費 

通常の事業の実施地域を越えて行う送迎

サービス 

通常の事業の実施地域を超えた地点から片道1キロメートルご

と   

５０円／㎞ 

食事の提供に要する費用 昼食代 ５７５円／回、おやつ代 １０２円／回 

教養娯楽費 行事に係る相当な費用（実費） 

特別な行事費 実   費 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利

用者負担が適当と認められるもの（利用者の希望によって提

供する日常生活上必要な身の回り品など）について、費用の

実費をいただきます。 

 


